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鳥取市条例第５１号 

鳥取市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 鳥取市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年鳥取

市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条第１項第４号ア中「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護（鳥

取市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成２９年鳥取市条例第５１号）第２１９条に規定する外部サービス利用型指定特定施

設入居者生活介護をいう。以下同じ。）又は外部サービス利用型指定介護予防特定施設

入居者生活介護（鳥取市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例（平成２９年鳥取市条例第５２号）第１９０条に規定する外部サービス

利用型指定介護予防特定入居者生活介護」を「指定特定施設入居者生活介護（鳥取市

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２９年鳥取市条例第５１号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第１９９

条に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）、指定地域密着型特定



施設入居者生活介護（鳥取市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例（平成２４年鳥取市条例第４５号）第１３０条に規定する

指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）又は指定介護予防特定施

設入居者生活介護（鳥取市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例（平成２９年鳥取市条例第５２号。以下「指定介護予防サービス等基

準条例」という。）第１６８条に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護」に改

め、同条第４項中「第２項」の次に「、第７項」を加え、同条第６項中「当該施設以

外の」の次に「養護老人ホーム、」を加え、同条第７項ただし書を次のように改める。 

ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護

又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであって、入所者

の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務

に従事することができ、第１項第３号イの主任生活相談員については、サテライト

型養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、１以上とする。 

 第１２条第８項中「外部サービス利用型養護老人ホーム」を「指定特定施設入居者

生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者

生活介護を行う養護老人ホーム」に改め、同条第１０項中「サテライト型養護老人ホ

ーム」の次に「又は指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等基準条例第２

１９条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。）、指定地

域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護（指

定介護予防サービス等基準条例第１９０条に規定する外部サービス利用型指定介護予

防特定施設入居者生活介護を除く。）を行う養護老人ホーム」を加え、同条第１２項中

第４号を第５号とし、第１号から第３号までを１号ずつ繰り下げ、同項に第１号とし

て次の１号を加える。 

 ⑴ 養護老人ホーム 栄養士又は調理員、事務員その他の職員 

 第２２条第３項中「外部サービス利用型養護老人ホーム」を「指定特定施設入居者



生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者

生活介護を行う養護老人ホーム」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 

 


